
【情報通信機器を用いた診療に関するお知らせ】

当院では、「オンライン診療の適切な実施に関わる指針」を遵守し、オンライン診療を実施し

ております。

ただし、初診からオンライン診療を受ける場合、以下の処方については行うことができません。

・麻薬及び向精神薬の処方

・基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する、特に安全管理が必要な薬品の処方

・基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する8日以上の処方



【後発医薬品使用に関するお知らせ】

当院では後発医薬品（ジェネリック医薬品：先発医薬品と同じ成分を含み、同じ効

果が期待できる医薬品）の使用に積極的に取り組んでおります。

医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の代替品の提供や容量・投与日数などの処

方変更に関して適切な対応を行います。

ご不明な点などございましたら、主治医または薬剤師にお尋ねください。

ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。



【医療DX推進体制整備加算に関するお知らせ】

当院では医療DXを推進するために、以下の取り組みを行って
います。

【当院の取り組み】
（1）オンライン請求を実施しています
（2）オンライン資格を確認するための体制を有しています
（3）オンライン資格確認等システムから取得した診療情報を
閲覧・活用できる体制を有しています
（4）マイナ保険証を利用できる環境を整備しています
（5）マイナ保険証の利用に関するポスターを掲示しています

以下については経過措置期間のため、期間満了までに整備す
る予定です。
（1）電子処方箋を発行する体制
（2）電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制

2024年6月の診療報酬改正に伴い、医療DX推進体制整備加算
を月1回に限り加算いたします。
ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。



【医療情報取得加算に関するお知らせ】

当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診

療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に

努めている医療機関です。国が定めた診療報酬算定要件に従

い、下表のとおり診療報酬点数を算定します。

正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン

資格確認等の利用にご理解とご協力をお願いします。




